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当社株式の監理銘柄（確認中）指定に関するお知らせ 

 

当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）のスタンダード市場におけ

る上場維持基準のうち「流通株式時価総額」基準について適合しない状態となっており改善期間に入

っておりましたが、改善期間の終了する 2026 年 3 月 31 日時点において「流通株式時価総額」基準

への適合が確認できていないため、当社の株式は、２０26 年 4 月 1 日付で東京証券取引所より監理

銘柄（確認中）に指定されることとなりました。 

 なお、東京証券取引所より公表された指定措置の内容や理由等につきましては、日本取引所グルー

プ Web サイトをご参照ください。 

                               記 

１． 監理銘柄（確認中）指定の理由 

改善期間内に上場維持基準に適合しない場合に該当するおそれがあるため。 

（関連条項：有価証券上場規程施行規則第604条第1項第1号） 

（ご参考：2025年3月31日時点の適合状況） 

 株主数 流通株式数 流通株式時価総額 流通株式比率 

当社の状況 472人 14,642単位 7.9億円 36.6％ 

上場維持基準 400人 2,000単位 10億円 25％ 

適合状況 適合  適合  不適合  適合 

改善期間 － － 2026年３月31日 － 

２． 監理銘柄（確認中）指定期間 

2026年４月１日から東京証券取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで。 

3．今後の対応 

当社は、東京証券取引所スタンダード市場に上場しております。当社が提出する2026年3月31日

時点での「株式等の分布状況表」（2026年5月中に提出予定）に基づく東京証券取引所の審査の結果、

流通株式時価総額基準に適合している状況が確認されなかった場合には、当社の株式は、東京証券取

引所においては整理銘柄に指定され、2026年10月1日に上場廃止となります。 

 

以上 


